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和歌山市告示第３４７号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１０月１７日及び同月２５日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１０月１６日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１０月２１日及び同月３０日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１１月５日掲示済） 
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和歌山市告示第３４８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び島崎公園 令和７年１０月１６日、同月２１日、同月２２日、

同月２７日、同月３０日及び同月３１日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１１月５日掲示済）
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和歌山市告示第３４９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年１１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年１１月６日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年７月１９日及び同月２５日 令和７年８月６日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和７年７月１８日 令和７年８月６日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場 

令和７年７月２２日、同月２５日及

び同月２９日 

令和７年８月６日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和７年１１月５日掲示済） 
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和歌山市告示第３５０号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設の設置許可の

申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和７年１１月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   医療法人 久仁会 

   理事長 宇都宮 宗久 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   宇都宮病院 

   和歌山市鳴神５０５-４ 

（３）特定施設の種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第７２号 し尿処理施設 

（４）汚水等の処理に関する事項 

   別表第１のとおり 

（５）排出水の汚染状態及び量 

   別表第２のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和７年１１月７日から令和７年１１月２８日まで 

（２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課 

 

別表第１ 汚水等の処理に関する事項 

区分 新設 

施設名 Ａ 

構造 ＦＲＰ製 

主要寸法 13,800×13,700×3,300ｍｍ 

能力 660人槽 82.5ｍ3/日 

処理の方式 回分式活性汚泥・凝集剤添加方式 

１日当たりの使用時間 24時間 

使用の季節的変動の有無 なし 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

 

項目 

通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 320 10 320 10 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 100 10 100 10 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 250 10 250 10 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 50 10 50 10 
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Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 5 1 5 1 

大腸菌数（ｃｆｕ／ｍＬ

） 
無数 800以下 無数 800以下 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３/日） 82.5 82.5 82.5 82.5 

 

 

別表第２ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

 

項目 

新設 

通常 最大 

ｐＨ 5.8～8.6 5.8～8.6 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 10 10 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 10 10 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 10 10 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 10 10 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

大腸菌数（ｃｆｕ／ｍＬ） 800以下 800以下 

排出水の１日当たりの量（ｍ３/日） 82.5 82.5 

 

（令和７年１１月７日掲示済） 
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和歌山市告示第３５１号 

和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成５年条例

第２４号）第１６条の規定に基づき、所有者等からの引取りのない放置自動車を次のとおり処

分するので、同条の規定により告示する。 

令和７年１１月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置場所、移動し、保管した年月日、自動車の種類等、保管場所の所在地及び移動し、保

管した旨を告示した年月日 

放置場所 
移動し、保管

した年月日 

自動車の種類等 
保管場所の所

在地 

移動し、保管した

旨を告示した年月

日 
車  種 色 

紀の川第８緑地駐
車場内 

令和７年８月

２１日 

日産 ROOX 

黒 

和歌山市和佐
中１１２ 

令和７年８月２７
日 

２ 処分理由 

  和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例第１６条に該

当したため 

３ 処分年月日 

  令和７年１１月１９日 

４ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和７年１１月１３日掲示済）  
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和歌山市告示第３５２号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和７年１１月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称  令和７年度 市民税県民税森林環境税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和７年１１月１４日掲示済）
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和歌山市告示第３５３号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったの

で、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和７年１１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者の名称 

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０９０１

０１６９６ 

社会福祉法人わかうら

会 

わかうら園デイサービ

スセンター 

和歌山市田野１７８番

地 

地域密着型通所

介護 

令和７年１０月３１

日 

（令和７年１１月１７日掲示済）



           和歌山市公報（第１８１１号）令和７年（２０２５年）１１月１７日 

 

－10－ 

和歌山市告示第３５４号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和７年１１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０９０１

０１６９６ 

社会福祉法人わかうら

会 

わかうら園デイサービスセ

ンター 

和歌山市田野１７８番地 

予防給付型通所

サービス 

 

令和７年１０月３１

日 

（令和７年１１月１７日掲示済）
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和歌山市告示第３５５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文及び第５３条第１項本文による指定をしたので、

同法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次のとおり告示する。 

令和７年１１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種

類 

指定年月日 

３０７０１

１５２４５ 

社会福祉法人わかうら会 わかうら園デイサービスセンタ

ー 

和歌山市田野１７８番地 

通所介護 令和７年１１月１日 

３０７０１

１５２５２ 

医療法人昭陽会 綿貫整形外科 

和歌山市北野２８１ 

 

短期入所療養

介護 

介護予防短期

入所療養介護 

令和７年１１月１日 

（令和７年１１月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第３５６号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和７年１１月１７日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の

名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１５２４５ 

社会福祉法人わかう

ら会 

わかうら園デイサービス

センター 

和歌山市田野１７８番地 

予防給付型通所サービス 令和７年１１月１日 

（令和７年１１月１７日掲示済） 
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公 告 

和歌山市松島の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）によ

る地籍調査を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和７年１１月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和７年１１月５日から１１月２７日まで（２２日間） 

３ 閲覧場所 松島北自治会館（和歌山市松島５４９番地）及び和歌山市役所地籍調査課（和

歌山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、そ

の旨の申出をすることができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、松島北自治会館においては令和７年１１月５日から同月１５日までの間（１１月

７日、同月８日、同月９日を除く。）、午前９時３０分から午後４時までとする。和歌山市

役所地籍調査課においては令和７年１１月１７日から同月２７日までの間（１１月２２日、

同月２３日、同月２４日を除く。）、午前９時から午後５時までとする。 

（令和７年１１月５日掲示済）
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告す

る。                 

令和７年１１月７日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和 ７年１０月３１日 

和建指第２７７６号 

和歌山市弘西字井田１０４

１番の一部 

 

 
 

和歌山市黒田一丁目２番１

７号 

アズマハウス株式会社 

代表取締役 東 行男 

６．００ｍ × ７７．４１ｍ 

 

 

 ７７．４１ｍ 

（令和７年１１月７日掲示済） 
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告す

る。                 

令和７年１１月７日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和 ７年１０月３１日 

和建指第２７８２号 

和歌山市粟字重道ノ坪２０

８番３の一部 

 

 
 

和歌山市太田二丁目８番１

１号 

株式会社 幸福建設 

代表取締役 𠮷田 梨絵 

６．００ｍ × ３０．５１ｍ 

 

 

 ３０．５１ｍ 

（令和７年１１月７日掲示済） 
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公告 

 

和歌山市本脇の一部の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い地図及

び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和７年１１月１０日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓   

 

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和７年１１月１０日から同年１２月１日まで（２１日間） 

３ 閲覧場所 和歌山市役所 西脇支所（和歌山市西庄１０１６－９０）及び和歌山市役所 地籍調査課（和歌

山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤り等があると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申 

出をすることができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、和歌山市役所 西脇支所においては令和７年１１月１０日から同年１１月１７日までの間（１６日

を除く）、９時３０分から１６時までとする。和歌山市役所 地籍調査課においては同年１１月１８日から同

年１２月１日までの間（１１月２２日から２４日、２９日及び３０日を除く。）、９時から１７時までとする。

（令和７年１１月１０日掲示済） 
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１１月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市井辺字嘉勢淵２７０番１、２７１番

１、２７１番２の一部（排水路） 

和歌山市中之島１５１８番地 中之島８０１ビル５階 

ヤマイチエステート株式会社 

代表取締役 山田 茂 

（令和７年１１月１０日掲示済）
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１１月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市弘西字埜木８９４番１、８９５番１、

里道、水路 

和歌山市太田一丁目９番１８号 

株式会社惠昭不動産 

代表取締役 太田恵示 

（令和７年１１月１０日掲示済）
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公告 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第８８条第２項の規定により、和歌山都市計画事業東

和歌山第二地区土地区画整理事業の換地計画を公衆の縦覧に供する。ついては、土地区画整理法施行令

（昭和３０年政令第４７号）第５５条の２において準用する同令第３条の規定より、次のとおり公告す

る。 

  令和７年１１月１０日 

 

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業  

施行者 和歌山市                   

代表者 和歌山市長  尾 花 正 啓         

 

１ 縦覧期間  令和７年１１月２５日から令和７年１２月８日まで 

 

２ 縦覧時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

３ 縦覧場所  和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階 選挙管理委員会事務局会議室 

（令和７年１１月１０日掲示済）
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 市 有 財 産 売 却 公 告 

市有財産（土地及び建物付土地）の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

令和７年１１月１１日 

                      和歌山市長  尾 花 正 啓 

１ 一般競争入札により売却する物件 

  以下の８件の土地及び建物付土地を個別に入札し、それぞれ売却する。 

２ 一般競争入札の参加資格 

  入札参加資格者は、日本国内に住民登録をしている個人及び日本国内で法人登録している法人

とする。ただし、次の事項に該当する者は、入札に参加することができない｡ 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区

民税を含む。）及び同法の規定による固定資産税を滞納している者 

（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する

事務に従事する本市職員 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者並びに同条第２項各号のいずれかに

該当する者で、その事実があった後２年を経過しないもの及びそのものを代理人、支配人そ

の他の使用人又は入札代理人として使用する者 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者 

物件 

番号 
所 在  地 番 

地目又は

種類 
実測地積（㎡） 

最低入札予定 

価格（円） 

１ 湊紺屋町一丁目１１番２５ 宅地 １０７．１９ １１，７００，０００ 

２ つつじが丘三丁目２９番１０ 宅地 １７２．９０ ５，５７０，０００ 

３ 今福二丁目７番８ 宅地 １２６．２３ ７，４３０，０００ 

４ 

和歌浦東三丁目６４２番３ 

和歌浦東三丁目１ 

和歌浦東三丁目１ 

宅地 

居宅 

居宅 

３１９．０８ 

３４．７１ 

３４．７１ 

２５，０００，０００ 

５ 
府中３２４番２０ 

府中７８ 

宅地 

居宅 

９７．３９ 

３１．４０ 
１，９２０，０００ 

６ 岩橋６６７番７ 雑種地 ７４５．６８ １３，４００，０００ 

７ 

雄松町二丁目１６番 

雄松町二丁目１７番 

雄松町二丁目１８番 

雄松町二丁目１９番 

宅地 

宅地 

宅地 

宅地 

９．６０ 

１０８．５７ 

１２８．０７ 

１２１．９５ 

１０，６００，０００ 

８ 雄松町五丁目２１番１ 公園 ６５５．８１ ３６，６００，０００ 
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（５）和歌山市が行う契約からの暴力団排除に関する合意書２に規定する排除措置の対象となる法

人等である者 

３ 一般競争入札参加案内を配布する場所及び期間 

（１）場所 和歌山市七番丁２３番地  和歌山市財政局財政部管財課 

      和歌山市ホームページ（http://city.wakayama.wakayama.jp/） 

（２）期間 令和７年１１月１１日（火）から同年１２月１０日（水）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

４ 一般競争入札の参加申込み 

（１）場所 和歌山市七番丁２３番地  和歌山市財政局財政部管財課 

（２）期間 令和７年１１月１１日（火）から同年１２月１０日（水）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

（３）方法 持参、郵便又は信書便（提出期間内に到着したものに限る。）によるものとし、電送

によるものは受け付けない。 

５ 契約条項を示す場所及び期間 

（１）場所 和歌山市七番丁２３番地  和歌山市財政局財政部管財課 

（２）期間 令和７年１１月１１日（火）から同年１２月１０日（水）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

６ 現場説明の日時及び場所 

１に示した、その所在する現地で、次のとおり現場説明を行う｡ 

物件 

番号 
日      時 

１ 令和８年１月１４日（水）  午前９時３０分～午前９時４５分 

２ 令和８年１月１４日（水）  午前１０時３０分～午前１０時４５分 

３ 令和８年１月１３日（火）  午前１０時３０分～午前１０時４５分 

４ 令和８年１月１３日（火）  午前１１時１０分～午前１１時２５分 

５ 令和８年１月１３日（火）  午後２時００分～午後２時１５分 

６ 令和８年１月１３日（火）  午後２時４０分～午後２時５５分 

７ 令和８年１月１３日（火）  午前９時３０分～午前９時４５分 

８ 令和８年１月１３日（火）  午前９時５５分～午前１０時１０分 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

物件 

番号 
日      時 場    所 

１ 令和８年２月４日（水） 午前１０時００分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

２ 令和８年２月４日（水） 午前１０時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

３ 令和８年２月４日（水） 午前１０時３０分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

４ 令和８年２月４日（水） 午前１０時４５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

http://city.wakayama.wakayama.jp/
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５ 令和８年２月４日（水） 午前１１時００分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

６ 令和８年２月４日（水） 午後１１時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

７ 令和８年２月４日（水） 午後２時００分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

８ 令和８年２月４日（水） 午後２時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

８ 入札の方法及び到着期限 

  郵便による入札とする。 

  令和８年２月３日（火） 日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局必着 

９ 入札の無効 

  本公告に示した競争入札の参加資格のない者及び競争入札の参加資格の確認について虚偽の申

請を行った者のした入札並びに一般競争入札参加案内に記載する無効な入札に該当する入札は、

無効とする。 

１０ 入札保証金 

（１）入札に参加しようとする者は、その者が希望する買受金額の１００分の５以上の額の入札保

証金を納付しなければならない｡ 

（２）入札保証金は、現金で令和８年１月２６日（月）から同年１月２８日（水）までの午前９時

から午後３時までに入札場所において納付しなければならない。 

（３）落札者以外の入札保証金は、入札終了後３０日以内に口座振替により還付する｡ 

（４）落札者の入札保証金は、契約保証金又は売買代金の納付後還付する。ただし、落札者が正当

な理由なく契約を締結しない場合は、入札保証金は本市に帰属する。 

１１ 契約及び契約保証金 

落札者は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付した上で、令和８年２月１０日

（火）までに契約を締結しなければならない。ただし、売買契約締結期限延長に関する申請を行

った者で、売買契約締結期限延長決定通知書の交付を受けたものは、決定を受けた期限までに、

売買代金の１００分の１０以上の契約保証金を納付した上で、売買契約を締結しなければならな

い｡ 

１２ 売買代金の納付 

契約を締結した者は、当該契約に係る売買代金を契約締結の日から２０日以内に一括で納付し

なければならない。 

１３ 落札者の決定方法 

（１）落札者は、最低入札予定価格以上の額で最高の価格をもって有効な入札を行った者とする。 

（２）最高の価格の入札者が２人以上あるときは、くじによる落札者の決定を行う。 

（３）開札の結果、最高入札価格が最低入札予定価格に達しないときは、入札はなかったものとす

る｡ 

１４ その他 

（１）入札に関する事務を担当する部局 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市財政局財政部管財課財産管理活用班  

電話 ０７３－４３５－１０３２（直通） 
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（２）物件及び契約に関する事務を担当する部局 

物件番号１～２     和歌山市財政局財政部管財課財産管理活用班 

電話 ０７３－４３５－１０３２（直通） 

物件番号３～５     和歌山市都市建設局建築住宅部住宅第１課管理班 

電話 ０７３－４３５－１０９８（直通） 

物件番号６       和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課車両対策班 

電話 ０７３－４３５－１０８２（直通） 

物件番号７～８     和歌山市都市建設局建築住宅部住宅第２課管理班 

電話 ０７３－４３５－１１０３（直通） 

（３）契約書作成の要否 

必要である。 

（４）議会の議決 

不要である。

 

（令和７年１１月１１日掲示済） 
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。                 

令和７年１１月１２日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和 ７年１１月５日 

和建指第２６９１号 

和歌山市府中字長通り３２

２番の一部 

 

  

和歌山市直川６０８番地３ 

太陽住宅株式会社 

代表取締役 土屋 一博 

６．００ｍ × ５７．３０ｍ 

 

 

 ５７．３０ｍ 

（令和７年１１月１２日掲示済） 
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市三葛字坂口５３８番１４の一部、５３

８番１５の一部 
（登載省略） 

（令和７年１１月１７日掲示済） 
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和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 令和７年１１月１１日 

                         和 歌 山 市 教 育 委 員 会 

教育長  阿 形 博 司 

和歌山市教育委員会規則第９号 

   和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部 

を改正する規則 

 （和歌山市民図書館条例施行規則の一部改正） 

第１条 和歌山市民図書館条例施行規則（昭和５６年教育委員会規則第７号）の一部を次のように改

正する。 

別記様式第３号を次のように改める。 
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 （和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部改正） 

第２条 和歌山市コミュニティセンター条例施行規則（平成３年教育委員会規則第２１号）の一部を

次のように改正する。 

 別記様式第１１号を次のように改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年１２月２日から施行する。 

 （第１条の規定の施行に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の別記様式第３号による用紙は、当分の

間、これを取り繕って使用することができる。 

 （第２条の規定の施行に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の別記様式第１１号による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができる。 

（令和７年１１月１１日掲示済） 
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 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和７年１１月６日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和７年１１月１１日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１） 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

（２） 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

（３） 農地法第３条の規定による許可申請について 

（４） 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（６） 農用地利用集積等促進計画に対する意見について 

（７） 非農地通知について 

（令和７年１１月６日掲示済） 
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和歌山市企業局告示第３７号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工

事事業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２

７条第１号の規定により告示する。 

令和７年１１月１２日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市湊二丁目１２番２４

号 

株式会社湊組 

代表取締役 笹本 昌克 

株式会社湊組 

 

和歌山市湊二丁目

１２番２４号 

 

令和７年１０月７

日 

第６６３

号 

和歌山市東高松三丁目７番２

５号 

山県設備工業株式会社 

代表取締役 山縣 正典 

山県設備工業株

式会社 

和歌山市東高松三

丁目７番２５号 

令和７年１０月１

４日 

第６６４

号 

（令和７年１１月１２日掲示済）
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和歌山市企業局告示第３８号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）

第２７条第２号の規定により告示する。 

令和７年１１月１２日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市広瀬通丁二丁目８

番地 

株式会社木地由ナショナル

建材社 

代表取締役 山下 昌洋 

株式会社木地由

ナショナル建材

社 

和歌山市広瀬通丁

二丁目８番地 

平成１１年６月１

８日 

第２６３号 

和歌山市秋月１２６番地の

７ 

株式会社アステック 

代表取締役 内田 成昭 

株式会社アステ

ック 

和歌山市秋月１２

６番地の７ 

平成１２年３月１

４日 

第２８２号 

和歌山市三葛１０１番地の

３ 

有限会社塩﨑組 

代表取締役 塩﨑 しのぶ 

有限会社塩﨑組 和歌山市三葛１０

１番地の３ 

平成１１年６月１

８日 

第２６２号 

和歌山市西浜３丁目９番３

１号 

竹内工業 

代表者 竹内 賢次 

竹内工業 

 

和歌山市西浜３丁

目９番３１号 

平成１２年６月３

０日 

第２９５号 

大阪府羽曳野市恵我之荘二

丁目１０番３２号 

株式会社渡部工業所 

代表取締役 竹田 圭之輔 

株式会社渡部工

業所 

大阪府羽曳野市恵

我之荘二丁目１０

番３２号 

平成１１年６月１

０日 

第２５６号 

大阪府阪南市黒田３４３番

地の２ 

カミタ総合設備株式会社 

代表取締役 中島 剛 

カミタ総合設備

株式会社 

大阪府阪南市黒田

３４３番地の２ 

令和３年８月５日 第６２０号 

和歌山市梅原５８０番地 

三笠建設株式会社 

代表取締役 村山 宣義 

三笠建設株式会

社 

和歌山市梅原５８

０番地 

 

平成１５年２月２

５日 

第３６７号 

大阪府吹田市広芝町６番１

０号 

株式会社クリーンライフ 

代表取締役 元村 祐次 

株式会社クリー

ンライフ 

大阪府吹田市広芝

町６番１０号 

令和３年６月１７

日 

第６１８号 

和歌山市雑賀崎２５０番地 

株式会社東組 

代表取締役 東 宗弘 

株式会社東組 和歌山市雑賀崎２

５０番地 

平成１４年７月１

０日 

第３５４号 
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和歌山市黒田３５１番地の

５ 

株式会社トキオ 

代表取締役 松岡 登紀夫 

株式会社トキオ 和歌山市黒田３５

１番地の５ 

平成１１年６月１

０日 

第２５８号 

和歌山県岩出市畑毛３０６

番地の２ 

オーヤシマ株式会社 

代表取締役 湊 明子 

オーヤシマ株式

会社 

和歌山県岩出市畑

毛３０６番地の２ 

平成１２年６月１

４日 

第２９４号 

和歌山市吉田３５９番地 

株式会社ハナノ 

代表取締役 花野 修行 

株式会社ハナノ 和歌山市吉田３５

９番地 

平成１２年５月２

４日 

第２９１号 

 （令和７年１１月１２日掲示済） 


